
改正道路交通法施行令のポイント

①広島東ＩＣ～廿日市ＪＣＴ

自動二輪車

乗用車

総重量８㌧未満のトラック

100㎞

高速自動車国道の法定最高速度（自動車の種類別）

トレーラー

大型特殊自動車

90㎞80㎞
総重量８㌧以上の
中型・大型トラック

80㎞

改正前

変更なし

改正後

変更なし

令和６年４月１日から車両総重量８トン以上の中型・大型トラックの
高速自動車国道における最高速度(法定)が現行の80㎞から90㎞に
引き上げ

②福山西ＩＣ～岡山の県境

広島県内では以下の山陽自動車道の区間が該当（令和６年３月現在）

広島県警察本部

交通部交通企画課

令和６年 NO.２

他の車をけん引するとき、三輪の自動車

90㎞
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